
事業計画書審査 （様式第１号）事業計画書の提出

必要に応じて現地調査 （事業開始の30日前までに提出）

計画が適当と認められた場合は内示 内示を受けて、交付申請書作成

（※審査決定まで2週間程度要します）

交付申請書受理、提出書類審査 （様式第２号）交付申請書の提出
（※審査決定まで2週間程度要します）

交付決定通知 交付決定通知書受領

（※受領後から事業着手可能）

着手届受領 （様式第４号）着手届の提出

（※事業着手後３日以内に提出）

完了届受領 （様式第５号）完了届の提出

（※事業完了後５日以内に提出）

実績報告書受理 （様式第６号）実績報告書の提出

提出書類審査及び現地検査 （※事業完了から20日以内　又は
3月31日のいずれか早い日までに提出）

補助金確定通知 補助金確定通知書受領

（※審査・検査共に合格の場合）

（※審査決定まで2週間程度要します）

補助金交付請求書の受理 補助金交付請求書提出

補助金の支払い 補助金の収納

（※請求書受領後約1ヵ月後）

丹波くり振興事業　

事　業　の　流　れ

役場 実施主体

（お問い合わせ先） 京丹波町産業建設部農林振興課
電話 : 0771-82-3808  Mail : nourin90@town.kyotamba.lg.jp


